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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月19日(2014.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経口で鎮痛有効量のオピオイド作動薬として、２．５～８００ｍｇの量のオキシコドン
またはその製薬上許容される塩と、
　ナルトレキソン、ナロキソン、ナルメフェン、シクラゾシン、レバロルファン、または
その製薬上許容される塩、及びそれらの混合物からなる群より選択されるオピオイド拮抗
薬と、
　前記オピオイド作動薬及び前記オピオイド拮抗薬を含む単一のマトリックス中に配合さ
れた持続放出担体と、を含有する持続放出経口投薬剤形であって、
　前記剤形が、前記組合せを経口投与したときは鎮痛効力を有するが、前記鎮痛有効量よ
り多量に乱用したときには、身体依存性ヒト被験者に嫌悪作用を生じさせる、組合せ製剤
を提供するオピオイド拮抗薬対オピオイド作動薬の比を有し、
　前記剤形が、１日２回または１日１回の投与に適している、前記持続放出経口投薬剤形
。
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【請求項２】
　前記経口投薬剤形に含まれるオピオイド拮抗薬の量が、前記鎮痛有効量の２～３倍のオ
ピオイド作動薬を摂取する身体依存性中毒者に嫌悪作用を生じさせる、請求項１に記載の
持続放出経口投薬剤形。
【請求項３】
　前記オピオイド拮抗薬がナロキソンまたはその製薬上許容される塩である、請求項１ま
たは２に記載の持続放出経口投薬剤形。
【請求項４】
　前記ナロキソンまたはその製薬上許容される塩の量が、ナルトレキソンまたはその製薬
上許容される塩を経口投与するときとアンタゴニストとして同等な量であり、オキシコド
ン１ｍｇに対するナルトレキソンの重量が０．０３７～０．２９６ｍｇである、請求項３
に記載の持続放出経口投薬剤形。
【請求項５】
　前記ナロキソンまたはその製薬上許容される塩の量が、ナルトレキソンまたはその製薬
上許容される塩を経口投与するときとアンタゴニストとして同等な量であり、オキシコド
ン１ｍｇに対するナルトレキソンの重量が０．０５６～０．２２２ｍｇである、請求項４
に記載の持続放出経口投薬剤形。
【請求項６】
　前記オピオイド作動薬が、オキシコドンの製薬上許容される塩である、請求項１から５
のいずれかに記載の持続放出経口投薬剤形。
【請求項７】
　前記オピオイド拮抗薬が、ナロキソンの製薬上許容される塩である、請求項１から６の
いずれかに記載の持続放出経口投薬剤形。
【請求項８】
　前記オキシコドンまたはその製薬上許容される塩の量が、ヒドロコドンまたはその製薬
上許容される塩の８～５０ｍｇと鎮痛薬として同等な量である、請求項１から７のいずれ
かに記載の持続放出経口投薬剤形。
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